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①輸出入者コード
JASTPROコードまたは税関発給コード（英数字12桁）を
該当する欄に入力して下さい。

※ 法人番号ではありません。
ハイフンやスペースは入れないでください。

※ C0000から始まる17桁の個人用税関発給コードの場合は
「C0000」以降の番号（英数字12桁）を入力してください。
（例）「C000012345AB90000」の場合は、

「12345AB90000」と入力してください。

②輸出入許可情報出力・代表出力先利用者コード
「輸出入申告（EDC,IDC）」業務等の際に出力される、
輸出入許可情報が必要な場合は、「要」を選択して下さい。
「要」を選択すると代表出力先利用者コード欄に利用者
コードが自動補完されます。

※ リアルタイム口座の明細を確認するために許可情報を
使用する場合も「要」を選択して下さい。

③輸出入者コード
輸出入許可情報の取得を希望される場合は、同一企業内に限り
複数の輸出入者コード（枝番追加）の登録が可能です。

輸出入者 ◆輸出入者を利用する場合に表示（外為法関連業務機能は4ページへ）
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①

②

③

JASTPROコード、税関発給コードを両方お持ちの場合でも
登録できるのはどちらか一方のみです。

※JASTPROコード更新漏れにより、コードが抹消されたの
ち、同一JASTPROコードの再登録をJASTPROに申請し登録
が完了した場合、NSS当該項目の設定申込は不要です。ただ
し、②、③の輸出入許可情報に関する項目及び⑤の納付書出
力先に代表通関業者を設定していた場合は、再度NSSから申
込が必要です。

特に
漏れの多い
項目です！



④口座複数利用
1口座を同一企業の複数の輸出入者コード（英数字12桁）で
利用する場合のみ「◉利用する」を選択して下さい。

※「口座座名義人」と「利用可能者」が同じコードの場合は
「利用しない」のままにしてください

「◉利用する」を選択した場合
口座名義人：輸出入者コード（英数字12桁）
口座番号：
「銀行識別コード」「支店番号」「口座番号」（数字14桁）
利用可能者：
入力した口座を利用可能とする輸出入者コード(英数字12桁)

⑤出力先・代表通関業者の利用者コード
海上貨物の場合は、申告者・輸入者・代表通関業者、
航空貨物の場合は、申告者・輸入者

の選択が可能です。
対象の納付書については、参考資料(P3)をご参照ください。
※システム区分が航空のみで契約している通関業者を
代表通関業者の欄に入力することは出来ません。

また、申告者以外を選択された場合は、NACCSセンターから
内容確認の連絡をさせていただくことがございますので、
ご了承願います。

輸出入者（続き）
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④

⑤

通関業者を介して輸出入通関を行う
際の出力先は「申告者」です（「輸
入者」にした場合、納付方法によっ
てはご自分でオレンジの納付書を税
関窓口に取りに行き、ご自分のPCで
印刷、税関窓口で納付となります）

「利用する」場合
は必ず違うコード

になります
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【参考資料】納付書等分類と納付書等の対応表

納付方法※
納税方式 直納 MPN 納付書等分類

即納 - - -

特例申告即納
（特定日過ぎの特例申告）

- 納付番号通知情報 A

特例申告即納
（特定日以前の特例申告）

-

納付番号通知情報（一括）

A一括納付用明細データ

一括納付用明細総括データ

特例申告納期限延長

一括納付書情報 納付番号通知情報（一括）

B一括納付用明細データ 一括納付用明細データ

一括納付用明細総括データ 一括納付用明細総括データ

個別納期限延長 - 納付番号通知情報 A

包括納期限延長

一括納付書情報 納付番号通知情報（一括）

B一括納付用明細データ 一括納付用明細データ

一括納付用明細総括データ 一括納付用明細総括データ

※納付方法
·直納とは、輸入者または通関業者が、法令で定められた納付書を使用して金融機関の窓口で納付を行う方法。
·MPNとは、輸入者または通関業者が、金融機関が用意したインターネットバンキング等を利用して納付を行う方法。



◆外為法関連業務機能を利用する場合に表示外為法関連業務利用
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輸出入者コード（任意）
JASTPROコードまたは税関発給コード（英数字12桁）を
既にお持ちの方は該当する欄にご入力ください。

※ 外為法関連業務利用の場合のみでNACCSにご参加される
場合、必須ではありません。お持ちでない場合はブランク
としてください。

※ 法人番号ではありません。
ハイフンやスペースは入れないでください。

JASTPROコード、税関発給コードを両方お持ちの場合でも
登録できるのはどちらか一方のみです。

NACCSセンターにシステム設定申込を行った後、経済産業省様に別途手続きする
必要があります。

必須ではありません
ブランクでも
問題ありません


